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「雇用就農資金」被災農業者向け支援について（お知らせ） 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

日頃より、当会議の業務運営につきましてはご理解、ご協力を賜りお礼申し上げます。 

 さて、この度、令和 6年能登半島地震に伴い、石川県、富山県、福井県、新潟県の該当地域で営農活

動が出来ない被災農業者に対して、営農再開までの期間で、被災された農業者を「雇用・人材育成」の

観点から支援すべく、農林水産省により、緊急的に下記 2つの事業の予算が措置され、全国農業会議所

を通じて募集（2025年 1月 31日迄の随時募集）する事となりましたので、お知らせ申し上げます。 

 「熊本地震の被災県だから判る被災農業者の大変さ」。皆様の力で能登半島地震の被災農業者の方々

を支援してみませんか。下記の事業に応募申請を希望される方、雇用や出向受入に協力頂ける方。先ず

は、次ページに必要事項をご記入の上、当会議にご相談下さい。 

敬具 

記 

１．雇用就農資金（被災農業者向け雇用就農促進支援）詳細は、別添「チラシ」参照 

⚫ 被災農業者の営農再開までの期間、一時避難中に被災農業者を雇用している県下農業者（個人事業

主又は法人事業主）を募集しています。 

⚫ 雇用就農資金では、被災農業者を雇用している期間に、一定の農業技術等の研修を行う場合に、最

長 2年間、最大 240万円を上限に支援します。 

⚫ 現時点で既に雇用している方、また今後雇用を希望される方については、次ページに必要事項をご

記入し、FAXにて提出下さい。 

 

２．雇用就農資金（次世代経営者育成派遣研修タイプ）詳細は、別添「チラシ」参照 

⚫ 被災農業者の所で働く従業員を、営農再開までの期間、一時避難中に他の事業所（出向受入先は農

業界、他業界含む）に出向させ、次世代の経営者や管理職に育成すべく、研修を行う事で、最長 2

年間、最大 240万円を上限に出向元（被災農業者）に対して支援します。なお、出向受入先に対す

る支援ではありません。 

⚫ 当県では、被災農業者の所で働く従業員の出向受入先となってくれる農業法人等の情報を募集して

います。 

⚫ 出向受入先の主な役割は、出向元従業員を受け入れし、最長 2年間で次世代の経営者や管理職に育

成すべく、農業技術や人材育成術、経営ノウハウ等を仕事を通じて研修指導する事にあります。 

⚫ 出向受入に協力頂ける方については、次ページに必要事項をご記入し、FAX提出下さい。 

 

※上記 2つの事業は、「被災農業者」や「被災農業者が雇用している従業員」を支援するものであり、

一定の農業技術や知識を有している方となります。 

 

３．「雇用就農資金」通常タイプの募集について 

⚫ 令和 5年度は、熊本県で 53経営体・従業員 55名の採択を受けました。 

⚫ 令和 6年度は、6月支援開始の第 1回募集を 3月に予定していますが、第 2回目以降は 1回目の応

募申請数や予算執行状況により、募集時期・募集回数等を決定させて頂きます。 

以上 

(お問い合わせ先) 

                       (一社)熊本県農業会議 岩崎・今村・出田 

                       TEL：096-384-3333、FAX：096-385-1468 

                        E-mail：43koyousyuunou@nca.or.jp 

 



「雇用就農資金」被災農業者支援の活用及び協力意向について 

（提出先：(一社)熊本県農業会議 岩崎宛て FAX：096-385-1468） 
 

 当事業の活用または協力を希望される方は、以下に必要事項を記入し、FAX提出下さい。なお、新たな雇用や

出向受入に際し、当会議や全国農業会議所が被災農業者の間に入り、マッチングのサポートを行わせて頂きます。 

経営体名  

代表者氏名  担当者氏名  

所在地(市町村名)  連絡の取れる TEL  

雇用就農資金 

（被災農業者向け雇用就農促進支援） 

雇用就農資金 

（次世代経営者育成派遣研修タイプ） 

①活用意向について（該当内容に☑） 

□既に、能登半島地震による被災農業者を雇用

している。 

 

□現在は雇用していないが、希望者がいれば雇

用したい。 

 ※以下②の条件も記入下さい。 

 

②雇用する場合の主な条件 

⚫ 主な作目（               ） 

⚫ 農業経験（該当内容に☑） 

□同一作目の経験者のみ雇用可。 

□同一作目以外の経験者も雇用可。 

⚫ 仕事内容（該当内容全てに☑） 

□一般農作業   □機械オペレーター 

□出荷調整 

□農産加工・農家レストラン・観光農園業務 

□その他（               ） 

⚫ 労働時間 

始業  時  分～終業  時  分 

（休憩  分） 

1日所定労働時間  時間 

 ※季節による労働時間変動（該当内容に☑） 

  □あり  □なし 

⚫ 定休日 

週（  日）・月（  日）・年（  日） 

※季節による定休日変動（該当内容に☑） 

 □あり  □なし 

⚫ 給与 

基本給(手当て除く) 

□時給制（       円） 

□日給制（       円） 

□月給制（       円） 

※時給制・日給制の場合 

 （1ヶ月換算 約        円） 

手当て（該当内容に☑） 

□通勤手当 □住宅手当 □固定残業手当 

□その他手当（             ） 

⚫ 年齢制限（該当内容に☑） 

□あり（  歳～  歳）  □不問 

①協力意向について 

 □出向受入に協力しても良い 

 ※協力可の場合は、上記☑し、以下②の条件を記

入下さい。 

 

※出向に際しての労働時間、休日は出向受入先の指

示に従う事になります。 

 

※出向受入時の給与は、原則、出向元が負担する事

になりますが、雇用就農資金活用に際し、出向受

入先で業務を行う関係で労災保険の加入が必要

になる事から給与の一部を負担頂く場合あり。 

 

②出向受入に際しての主な条件 

⚫ 主な作目主な作目（           ） 

⚫ 農業経験（該当内容に☑） 

□同一作目の経験者のみ雇用可。 

□同一作目以外の経験者も雇用可。 

⚫ 仕事内容（該当内容全てに☑） 

□一般農作業   □機械オペレーター 

□出荷調整 □農産加工・農家レストラン・観

光農園業務 

□その他（               ） 

⚫ 出向受入時の労働時間 

始業  時  分～終業  時  分 

（休憩  分） 

1日所定労働時間  時間 

 ※季節による労働時間変動（該当内容に☑） 

  □あり  □なし 

⚫ 出向受入時の定休日 

週（  日）・月（  日）・年（  日） 

※季節による定休日変動（該当内容に☑） 

 □あり  □なし 

⚫ 出向受入時の給与負担（該当内容に☑） 

□給与負担不可 

□給与の一部負担可 

⚫ 年齢制限（該当内容に☑） 

□あり（  歳～  歳）  □不問 

 


